
新たに山県市の養豚場で豚コレラが
発生しました！（県内１７施設目）

異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。

【飼養状況】 ７，４１５頭 （仔豚７，４１５頭）

【発生の経緯】

６月４日 飼養者から、中央家畜保健衛生所へ連絡あり

・同一豚舎で肥育豚４頭死亡

食欲不振元気消沈みられ数頭チアノーゼもみられる。

中央家畜保健衛生所が立入検査を実施

・衰弱豚および死亡豚の同居豚あわせて１０頭から採血

６月５日 血液検査および死亡豚および瀕死豚３頭解剖検査より

遺伝子検査陽性、豚コレラの疑似患畜と確定、殺処分開始

自分の農場を守るため飼養衛生管理基準遵守等の再徹底！

①衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒、車両消毒の徹底！

衛生管理区域専用の衣服及び長靴を使用し、少しでも侵入のリスクを減らす

特にイノシシ監視区域の農場では畜舎ごとの専用の衣服、長靴の設置・使用

ワイヤーメッシュ・防鳥ネットの設置等、野生動物の侵入防止対策を再徹底する

飲水の適切な消毒の実施 次亜塩素酸等により飲水消毒を実施！

②早期発見と早期届出

毎日の健康観察を実施 異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡を

③飼養管理の記録と保管

常時から、飼養豚の飼料給与、分娩、出荷、異常の有無、死亡等について記録する。

異常を示す個体については具体的な症状、体温を記録する。

家畜衛生情報

ご不明な点がございましたら以下までお問い合わせください。
中央家畜保健衛生所：電話番号０５８－２０１－０５３０

３１－０７
令和元年６月５日



【消毒ポイント】
消毒方法：噴霧、 消毒対象：畜産関係車両

名称 住所

1 山県市役所美山支所 山県市谷合１３５８−１

2 山県市役所 山県市高木1000-１

3 伊自良総合運動公園 山県市洞田127-67
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移動制限区域
(半径３km）

搬出制限区域
(半径10km）


